
広　告

　
土
曜
日
午
前
中
（
８
時
30
分
〜
正

午
）
の
税
務
課
窓
口
業
務
に
つ
い
て
、

左
記
の
期
間
は
、
住
民
税
申
告
相
談

の
た
め
休
止
と
な
り
ま
す
。

期
　
間
　
２
月
４
日
か
ら
３
月
31
日

　
ま
で
の
毎
週
土
曜
日

　
商
工
会
主
催
の「
地
域
商
業
活
性
化

セ
ミ
ナ
ー
」（
無
料
）を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時
　
２
月
18
日（
土
）

　
午
後
２
時
か
ら 

場
　
所
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
城
里 

３
階 

大
会
議
室

テ
ー
マ
「
ど
う
す
れ
ば
人
が
輝
く
の

　
か
〜
人
が
輝
け
ば
、店
が
輝
く 

輝

　
い
て
い
る
店
に
人
が
集
ま
る
〜
」

講
　
師
　
大
嶋
　
啓
介
氏

　（
　
て
っ
ぺ
ん
代
表
取
締
役
）

定
　
員
　
100
名
（
申
し
込
み
順
）

お

知

ら

せ

税
務
課
か
ら

土
曜
窓
口
休
止
の
お
知
ら
せ

元
気
の
出
る
講
演

城
里
町
地
域
商
業
活
性
化
セ
ミ
ナ
ー

問
合
せ  
税
務
課（
内
線
１
２
０
）

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

　
講
　
　
演
　

申
込
先
・
問
合
せ  

城
里
町
商
工
会

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
２
０
０
１

■支給金額

　○出生祝金／出生により３人目以降の乳児を養育することとなった保護者に、10万円を支給します。

　○子育て支援金／３人目以降の幼児が３歳並びに６歳に到達した幼児を養育している保護者に、各々10

　　万円を支給します。

■受給資格者

　　出産前に２人以上（18歳未満で、18歳に達した日以降の最初の３月31日までの間にある子どもを含む）

　　の児童を養育している保護者で、出生により３人目以降の乳児を養育することとなった保護者

　　３人目以降の幼児が３歳に到達したとき、その幼児を養育している保護者

　　３人目以降の幼児が６歳に到達したとき、その幼児を養育している保護者

　　上記のほかに、当該出産日、または当該年齢到達日を含む前後において引き続き１年以上城里町に住

　　所を有し、住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている者

■支給制限（支給されない場合）

　　３人目以降の乳児が、出生の日から起算して14日以内に死亡した場合

　　申請を当該出産日又は当該年齢到達日以後１年以内に行わない場合

　　偽りその他不正な手段で申請を行った場合

■申請場所　役場健康福祉課、桂支所、七会支所

※印鑑と振込口座のわかるもの(受給資格者名義の預金通帳のコピー等)を持参してください。

※申請は随時受け付けます。

問合せ　健康福祉課（常北保健福祉センター内）　　029‐240‐6550
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申請はお済みですか？ 申請は随時受け付け中! !

（有）


